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1――70年ぶりの漁業法改正 

 

 昨年 12月の臨時国会で、70年ぶりとなる改正漁業法が成立した。同法案の改正は、企業の新規参入

を促すなど、漁業を成長産業につなげるための第一歩となる。 

 

 今回の漁業法見直しのポイントは２つある。１つ目は「漁獲可能量の管理強化」だ。現在、漁獲可

能量が設定されているのは、クロマグロ、サンマなどの８種だけで、今回この対象を広げ内容を強化

する。乱獲を防ぎ、市況のよい時期に計画的な出漁を促すことにより、生産性向上、資源保護につな

がる。 

２つ目は、「漁業権1の優先規定廃止」だ。従来は漁業権を割り当てる際に、地元の漁協や漁業者を

優先していた。その規定を廃止することで、企業が漁業へ参入しやすくする。 

 政府は、この漁業法の改正と合わせ、2019年度の水産関係の当初予算案を 2,167億円（前年度 1,772

億円）と、前年度から 2割以上積み増し漁業改革に注力する。 

 

2――漁業法改正の背景にある日本漁業の課題 

 

 今回の改正は、企業が漁業に参入することを容易にすることで、既存の漁業者の締め出しにつなが

る恐れがあるとの主張から、野党や地元漁業者からの反発が大きかった。それでも、政府が漁業法の

改正を断行したのは、日本の漁業が大きく低迷しているからだ。 

 日本の漁業就業者数は、50年以上一貫して減少を続け、平均年齢は 56.7歳と高齢化が進んでいる。

漁業先進国と呼ばれるノルウェーと比べ、日本の漁業者 1人当たりの生産量は 10分の１以下、漁船一

隻当たりでは 30分の１以下となっている（図表１）。生産性が低ければ、当然その分収入も少なくな

                                                
1 一定の水面（通常、岸から３～５ｋｍまで）において、漁船漁業、養殖業などを排他的に営む権利 
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り、漁業への新規就業者は減る。 

生産性が低い背景には、日本漁業の特徴である「小さな経営体」と、「緩い資源管理」が指摘されて

いた。漁業においては、漁船が最も重要な生産手段であり、資本投入をすることで生産性向上へ寄与

する。しかし、日本は漁業経営体約８万のうち 94％が個人経営体であり、多額の設備投資が難しい。

その結果、設備の老朽化により生産性が低下するとともに、漁業者は、相対的に生産性が低い小型船

での沿岸漁業に集中してしまっている。 

また、現在多くの漁業大国では、漁獲量をコントロールする方法として個別割当（以下、ＩＱ：

Individual Quota）方式が導入されており、漁業者（漁船）ごとに漁獲可能量が割り当てられている。

その漁獲量枠の下、いかに低コストで出漁し、高価格で出荷するかという経済合理性により生産性向

上へとつながった。一方、日本では、漁獲可能量が設定されているのは８種だけである。その対象魚

種においても、全体での総漁獲可能量（ＴＡＣ：Total Allowable Catch）のみが決められているだけ

で、ＩＱは設定されていない。そのため、日本の漁業では、効率が悪くてもいかに他に先んじて出漁

し多くを出荷するかとうインセンティブにより生産性が押し下げられ、乱獲競争へとつながってきた。 

 乱獲競争は生産性を低下させるだけでなく、水産資源の減少へとつながる。日本の漁業生産量は、

1984年から減少に転じ、現在はピークの約３分の１にとどまる。対して、同期間での世界の漁業生産

量は約 2.6倍と対照的だ（図表２）。日本だけが、1人負けの状況だ。世界の漁業大国が資源管理を適

切に行い水産資源の維持に努めてきた一方、日本は乱獲により資源を減少させてしまったことが主因

であると指摘されている。 

 今回の漁業法改正により、ようやく日本においてもＩＱ方式が導入される。資源管理を強化し、水

産資源を回復させるとともに、企業の参入により適切な資本投入、競争を促すことで漁業の生産性向

上へとつながることが期待される。 

 

（図表１）                  （図表２） 

  

 

また、漁業権を企業へ開放する背景には、養殖業を発展させたいという狙いもあるようだ。世界の

養殖業の生産量は、1984 年から現在にかけて約 11 倍にまで増加し、漁業生産量全体に対する割合は

54.5％と半分以上を養殖業が占める。一方、日本においては、養殖業の生産量についても減少傾向が

続く（図表３）。養殖業の割合自体は、漁業全体の生産量の減少に伴い 24.6％に上昇しているものの、

世界と比べると低い。個人経営体が多い日本では、大規模な設備が必要な養殖場を作ることが難しい。

漁業生産量
（千トン）

漁業者数
（千人）

漁船数
（隻）

漁業者１人当たり生産量
（トン/人）

漁船１隻当たり生産量
（トン/隻）

ノルウェー 3,530 11 5,948 314 593

アイスランド 1,100 5 1,647 245 668

韓国 3,255 62 66,067 53 49

インドネシア 23,200 2,602 460,567 9 50

日本 4,343 160 242,629 27 18

（注）2016年の数値。ただし、インドネシアの漁船数は2014年。漁船はエンジンがついているもの
（資料）ＦＡＯ
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人材や資本が厚い企業にも漁業権を与えることは、養殖業の発展に寄与することが期待されている。 

 

         （図表３） 

           

 

3――漁業者・企業が一体となり、日本の漁業発展を目指す 

 

今後、資源管理の徹底に加え、企業参入を促すことで、漁業の生産性向上、養殖業の発展が求めら

れる。しかし、今回の漁業法改正だけで、漁業改革が一気に進むわけではない。 

 

資源管理の効果は現れるまでに長い時間がかかり、どの程度水産資源の回復につながるかは未知数

だ。また、企業参入に対しても地元漁業者の反発は大きい。政府は、漁業権の割り振り方法について

は、「適切かつ有効に」判断するとしている。既に有用な海域は地元漁業者が使用しており、既得権が

優先された場合、企業の参入障壁はそれほど下がらない可能性があるのだ。 

そうした中、日本漁業を成長産業につなげるためには、地元漁業者・企業それぞれが持つ強みを活

かすことが重要だ。具体的には、漁業者の高齢化が進み後継者難が深刻になる中、企業は人材、資本、

販路などを提供できる。一方、企業にとっては、今まで参入できなかった漁業のノウハウは乏しく、

地元漁業者から学ぶことは多いはずだ。今まで地元で培われてきた技術を企業が吸収することが出来

れば、日本の漁業は発展できる可能性がある。 

 

 日本は、領海と排他的経済水域を合わせた面積では世界 6 位という水産資源に恵まれた国であり、

漁業は日本が打って出られる分野の 1 つだ。今回の漁業法の改正は、漁業改革の第一歩に過ぎない。

当事者である漁業者・企業が手を取り合うことが日本漁業を成長産業につなげるために重要なことで

はないだろうか。 
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